
 奈良県広域水道企業団事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する

。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第４４号 

   奈良県広域水道企業団事務決裁規程の一部を改正する規程 

 奈良県広域水道企業団事務決裁規程（令和６年１１月企業管理規程第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第４号を次のように改める。 

 (4) 事務局長 奈良県広域水道企業団の職の設置に関する規程（令和７年３

月企業管理規程第６号。以下「規程」という。）第２条に規定する事務局

長をいう。 

 第２条に次の５号を加える。 

 (5) 部長 規程第３条第１項第１号に規定する部長をいう。 

 (6) 理事 規程第３条第２項に規定する理事をいう。 

 (7) 本部課長 規程第３条第１項第２号に規定する課長をいう。 

 (8) 所長 規則第４条第１号から第３号に規定する所長をいう。 

 (9) 市町村事務所等 奈良県広域水道企業団組織規程（令和７年３月企業管

理規程第１０号）第２条に規定する市町村事務所、広域水道センター及び

水質管理センターをいう。 

 第３条を次のように改める。 

 （専決） 

第３条 事務局長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 部長の旅行命令及び復命に関すること。 

 (2) 部長の週休日、勤務時間及び休憩時間に関すること。 

 (3) 部長の職務に関する願及び届の処理に関すること。 

 (4) 軽易又は定例的な事件に係る告示、公告及び公表に関すること。 

 (5) 軽易な通達、通知、報告、照会、回答、申請、進達、副申及び届に関す

ること（軽微な事案に係るものを除く。）。 

 (6) 軽易な事件に係る証明に関すること。 

 (7) 軽易な事件に係る異議の申立の処理に関すること。 

 (8) 予算の編成方針、執行計画、配当、繰越、収益的支出予算の目及び資本

的支出予算の細節の流用、所属間の予算の流用及び予算超過の支出並びに

決算報告に関すること。 

 (9) 企業団に係る経費のうち企業長が定めるものについて、予算の執行をす



ること。 

 (10)企業債及び一時借入金の借入れ、建設仮勘定の精算、固定資産の売却等

及び計理状況の報告に関すること。 

 (11)財産の取得及び交換、寄付の受納、行政財産の用途の変更又は廃止、財

産の売払い及び譲与、建物等の取壊しに関すること。 

 第７条中「企業長」を「決裁権者」に改め、同条を第１２条とする。 

 第６条中「前条」を「前４条」に改め、同条を第１１条とする。 

 第５条を第７条とし、同条の次に次の３条を加える。 

第８条 事務局長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。 

第９条 部長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。 

２ 本部課長が不在のときは、課長補佐（規程第３条第１項第２号に規定する

課長補佐をいう。）がその事務を代決することができる。 

第１０条 所長が不在のときは、あらかじめ所長が指名し、企業長の承認を得

た職員がその事務を代決することができる。 

 第４条を第６条とし、第３条の次に次の２条を加える。 

第４条 各部長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 理事及び本部課長の旅行命令及び復命に関すること。 

 (2) 理事及び本部課長の週休日、勤務時間及び休憩時間に関すること。 

 (3) 部長の職務に関する願及び届の処理に関すること。 

 (4) 研修会、講習会等の実施に関すること。 

２ 総務部長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 所長の宿泊を要する県外旅行命令及び復命に関すること。 

 (2) 所長の服務に関する願及び届の処理に関すること。 

３ 各本部課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 課員の旅行命令及び復命に関すること。 

 (2) 課員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関すること。 

 (3) 課員の服務に関する願及び届の処理に関すること。 

 (4) 課員の事務分担に関すること。 

 (5) 行政資料の収集、作成及び配付に関すること。 

 (6) 軽易な事件に係る広報に関すること。 

 (7) 行政文書の開示等に関すること。 

 (8) 個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。 

 (9) 軽微な通達、通知、報告、照会、回答、申請、進達、副申及び届に関す

ること。 

 (10)軽易な事件に係る証明に関すること。 



 (11)担当する課に係る経費のうち企業長が定めるものについて、予算の執行

をすること。 

 (12)所掌事務に係る収入の調定、収入伝票の発行、過誤納金の還付及び充当、

預り金及び預り有価証券の管理、棚卸資産の受払及び物品の損傷等の報告

に関すること。 

 (13)収益的支出予算の節、細節及び明細並びに資本的支出予算の明細の流用

に関すること。 

４ 総務部総務課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の確認及び決定並びに扶養親族の

認定に関すること。 

 (2) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）に基づく児童手当の支給及び同

法第１４条の規定による徴収に関すること。 

 (3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員の採用、退職、地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項及び第１９条第１項の規定に

よる休業の承認並び地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該

当する場合の休職処分に関すること。 

５ 総務部財務課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 預金種目の組替えに関すること。 

６ 総務部契約財産課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 実地棚卸しに関すること。 

 (2) 登記又は登録、境界の明認、行政財産の目的外使用の許可（他の所掌に

属するものを除く。）、普通財産の貸付け（他の所掌に属するものを除く。

）に関すること。 

 (3) 庁舎の管理に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。 

７ 事業部計画課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 指定給水装置工事事業者の指定、更新に関すること。 

第５条 市町村事務所等の各所長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 所長の県内及び宿泊を要しない県外旅行命令に関すること。 

 (2) 所長及び市町村事務所等の課長の週休日、勤務時間及び休憩時間に関す

ること。 

 (3) 市町村事務所等の課長の服務に関する願及び届の処理に関すること。 

 (4) 市町村事務所等の課長の旅行命令に関すること。 

 (5) 軽易な事件に係る証明に関すること。 

 (6) 軽微な通達、通知、報告、照会、回答、申請、進達、副申及び届に関す



ること。 

 (7) 給水停止処分に関すること。 

 (8) 滞納整理に関すること。 

 (9) 担当する事務所等に係る経費のうち企業長が定めるものについて、予算

の執行をすること。 

 (10)固定資産の売却等に関すること。 

 (11)収益的支出予算の節及び資本的支出予算の明細の流用に関すること。 

 (12)担当する事務所等の所掌に属する庁舎の管理に関すること。 

 (13)担当する事務所等の所掌に属する公有財産の管理に関すること。 

２ 次項の規定は、課を置かない市町村事務所の各所長について準用する。こ

の場合において、同項中「課員」とあるのは、「市町村事務所職員」と読み

替えるものとする。 

３ 市町村事務所等の各課長は、次の事項を専決することができる。 

 (1) 課員の旅行命令及び復命に関すること。 

 (2) 課員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関すること。 

 (3) 課員の服務に関する願及び届の処理に関すること。 

 (4) 課員の事務分担に関すること。 

 (5) 行政資料の収集、作成及び配付に関すること。 

 (6) 軽易な事件に係る広報に関すること。 

 (7) 行政文書の開示等に関すること。 

 (8) 個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。 

 (9) 担当する課に係る経費のうち企業長が定めるものについて、予算の執行

をすること。 

 (10)所掌事務に係る収入の調定、収入伝票の発行、過誤納金の還付及び充当、

預り金及び預り有価証券の管理、棚卸資産の受払、物品の損傷等の報告に

関すること。 

 (11)収益的支出予算の細節及び明細の流用に関すること。 

 (12)水道使用の開始、中止及び使用者変更に関すること。 

 (13)水道メーターの計量、使用水量の認定及び水道メーターの取替に関する

こと。 

 (14)水道料金、加入金及び手数料等の減免に関すること。 

 (15)給水装置工事の設計審査、材料検査及び工事検査に関すること。 

 (16)工事の指導及び監督に関すること。 

 (17)工事施行に伴う道路等の掘削、占用及び交通規制の申請並びに簡易な給

水制限及び断水に関すること。 



 (18)移設工事等に伴う機能回復補償にかかる工事負担金等の請求に関するこ

と。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


